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監 査 公 表 第 ２ ２ 号
令 和 ３ 年 ８ 月 20日 監 査 公 表 第 17号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 14項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

令 和 ３ 年 11月 26日
福 島 県 監 査 委 員 山 田 平 四 郎
福 島 県 監 査 委 員 髙 野 光 二
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

３ 教 財 第 8 7 4 号
令 和 ３ 年 ９ 月 30日

福 島 県 監 査 委 員 星 公 正
福 島 県 監 査 委 員 佐 久 間 俊 男

様
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

福 島 県 教 育 委 員 会 教 育 長 鈴 木 淳 一 □印
定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ３ 年 ８ 月 ５ 日 付 け ３ 福 監 第 225号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 14項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。
（ 別 紙 様 式 ）

定 期 監 査 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て
監 査 対 象 機 関 原 町 高 等 学 校
監 査 対 象 年 度 令 和 元 年 度 、 令 和 ２ 年 度
監 査 実 施 年 月 日 令 和 ３ 年 ６ 月 ９ 日

指 摘 ・ 勧 告 事 項 措 置 状 況

「 指 摘 事 項 」 （ 原 因 ）

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
令和３年11月26日 金曜日 福 島 県 報 号外第71号1



令和３年11月26日 金曜日 福 島 県 報 号外第71号 2

報 酬 、 報 償 費 及 び 旅 費 の 支 払 い に つ い 今 回 の 事 案 に お い て は 、 担 当 者 の 業 務
て 、 牽 制 体 制 が 機 能 し て お ら ず 、 事 務 手 管 理 が 不 十 分 で 事 務 処 理 漏 れ 対 策 が な さ

けん

続 に 著 し く 適 正 を 欠 い た た め 、 支 出 事 務 れ て お ら ず 、 関 係 規 程 の 理 解 が 不 足 し て
に 重 大 な 影 響 を 与 え た も の が あ る 。 お り 、 文 書 の 管 理 も 適 切 で は あ り ま せ ん
「 事 実 」 で し た 。
１ 令 和 元 年 ５ 月 分 か ら 同 年 11月 分 ま で 管 理 者 に お い て も 、 組 織 的 な チ ェ ッ ク
の 部 活 動 指 導 員 Ａ の 報 酬 4 2 9 , 3 3 9円 に や 進 行 管 理 が 不 十 分 で し た 。
つ い て 、 翌 月 の 定 め ら れ た 日 に 支 払 う （ 処 理 状 況 ）
べ き と こ ろ 、 同 年 12月 13日 に 支 払 っ て 令 和 元 年 12月 13日 に 部 活 動 指 導 員 Ａ の
い る 。 ５ 月 分 か ら 11月 分 の 報 酬 を 一 括 し て 支 払

２ 進 路 講 演 会 、 福 島 イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ い ま し た 。
コースト構想を担う人材育成トップリー 令 和 ２ 年 １ 月 10日 に 福 島 イ ノ ベ ー シ ョ
ダ ー 研 修 会 及 び 特 別 講 習 会 の 講 師 に 対 ン ・ コ ー ス ト 構 想 を 担 う 人 材 育 成 ト ッ プ
す る 報 償 費 及 び 旅 費 に つ い て 、 ３ か 月 リ ー ダ ー 研 修 会 の 報 償 費 及 び 旅 費 を 支 払
以 上 遅 延 し て 支 払 っ て い る 。 い ま し た 。
⑴ 進 路 講 演 会 令 和 ２ 年 １ 月 16日 に 進 路 講 演 会 、 特 別

開 催 日 平 成 31年 ４ 月 27日 講習会の報償費及び旅費を支払いました。
支 払 日 令 和 ２ 年 １ 月 16日 （ 今 後 の 対 応 ）
報 償 費 額 28 , 1 0 0円 組 織 内 で の 情 報 共 有 と 関 係 規 程 へ の 理
旅 費 額 5 , 2 4 0円 解 を 高 め る こ と に よ り 、 必 要 な 事 務 処 理

⑵ 福 島 イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ コ ー ス ト 構 を 確 認 し な が ら 進 め ま す 。
想 を 担 う 人 材 育 成 ト ッ プ リ ー ダ ー 研 適 切 な 文 書 管 理 体 制 と 組 織 的 な チ ェ ッ
修 会 ク 体 制 を 構 築 し 、 関 係 規 程 に 基 づ い た 迅
開 催 日 令 和 元 年 ８ 月 ６ 日 及 び 速 な 事 務 処 理 が な さ れ る よ う 進 行 管 理 を

同 月 ７ 日 行 い ま す 。
支 払 日 令 和 ２ 年 １ 月 10日
報 償 費 額 40 , 0 0 0円 （ 2 0 , 0 0 0円 ×

２ 日 ）
旅 費 額 2 , 3 0 0円

⑶ 特 別 講 習 会
開 催 日 令 和 元 年 ８ 月 17日
支 払 日 令 和 ２ 年 １ 月 16日
報 償 費 額 160 ,000円 （ 20 ,000円 ×

８ 講 座 ）
旅 費 額 44 , 2 8 0円 （ 19 , 4 8 0円 、

1 9 , 5 6 0 円 、 5 , 2 4 0 円 ）
「 是 正 又 は 改 善 の 意 見 」
報 酬 、 報 償 費 及 び 旅 費 の 支 出 に 当 た っ

て は 、 組 織 内 の 情 報 共 有 や チ ェ ッ ク 体 制
を 強 化 す る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ き
迅 速 か つ 適 正 に 行 う こ と 。

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 ２ ３ 号
地方自治法（昭和 22年 法 律第 67号 ） 第 199条 第 ４ 項の規定により実施した定期監 査 の 結

果 は 、 次 の と お り で す 。
令 和 ３ 年 11月 26日

福 島 県 監 査 委 員 山 田 平 四 郎
福 島 県 監 査 委 員 髙 野 光 二
福 島 県 監 査 委 員 佐 竹 浩
福 島 県 監 査 委 員 高 橋 宏 和

１ 監 査 等 の 基 準
本 件 の 監 査 等 は 、 福 島 県 監 査 委 員 監 査 基 準 （ 令 和 ２ 年 福 島 県 監 査 委 員 監 査 公 表 第 10

号 ） に 基 づ き 実 施 し た 。
２ 監 査 等 の 種 類

財 務 監 査
３ 監 査 等 の 対 象 及 び 実 施 内 容

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⑴ 総 務 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

総 務 部 令和２年度 令和３年10月12日 髙野 光二 高橋 宏和 実 地 監 査

⑵ 危 機 管 理 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

危 機 管 理 部 令和２年度 令和３年10月13日 山田平四郎 佐竹 浩 実 地 監 査

⑶ 企 画 調 整 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

企 画 調 整 部 令和２年度 令和３年９月15日 星 公正 高橋 宏和 実 地 監 査

⑷ 生 活 環 境 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

生 活 環 境 部 令和２年度 令和３年10月13日 山田平四郎 佐竹 浩 実 地 監 査

⑸ 保 健 福 祉 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

保 健 福 祉 部 令和２年度 令和３年10月11日 山田平四郎 佐竹 浩 実 地 監 査

⑹ 商 工 労 働 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

商 工 労 働 部 令和２年度 令和３年９月17日 星 公正 高橋 宏和 実 地 監 査

⑺ 農 林 水 産 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

農 林 水 産 部 令和２年度 令和３年９月16日 佐久間俊男 佐竹 浩 実 地 監 査

水 産 事 務 所 令和２年度 令和３年７月20日 星 公正 佐竹 浩 実 地 監 査

令和元年度
水 産 資 源 研 究 所 令和３年８月３日 佐久間俊男 佐竹 浩 書 面 監 査

令和２年度

⑻ 土 木 部

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

土 木 部 令和２年度 令和３年10月15日 山田平四郎 佐竹 浩 実 地 監 査

県 北 建 設 事 務 所 令和２年度 令和３年８月５日 星 公正 高橋 宏和 実 地 監 査

⑼ 出 納 局

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法
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───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
出 納 局 令和２年度 令和３年９月17日 星 公正 高橋 宏和 実 地 監 査

⑽ 議 会

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

議 会 事 務 局 令和２年度 令和３年10月13日 山田平四郎 佐竹 浩 実 地 監 査

⑾ 教 育 委 員 会

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

教 育 庁 令和２年度 令和３年９月14日 佐久間俊男 佐竹 浩 実 地 監 査

令和元年度
平 工 業 高 等 学 校 令和３年７月20日 星 公正 佐竹 浩 実 地 監 査

令和２年度
令和元年度

県 北 教 育 事 務 所 令和３年７月30日 星 公正 高橋 宏和 実 地 監 査
令和２年度
令和元年度

会 津 教 育 事 務 所 令和３年８月３日 星 公正 高橋 宏和 書 面 監 査
令和２年度

博 物 館 令和２年度 令和３年８月３日 佐久間俊男 佐竹 浩 書 面 監 査

⑿ 公 安 委 員 会

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

警 察 本 部 令和２年度 令和３年10月14日 髙野 光二 高橋 宏和 実 地 監 査

福 島 警 察 署 令和２年度 令和３年８月５日 星 公正 高橋 宏和 実 地 監 査

⒀ 監 査 委 員

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

監 査 委 員 事 務 局 令和２年度 令和３年10月14日 髙野 光二 高橋 宏和 実 地 監 査

⒁ 人 事 委 員 会

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

人 事 委 員 会 事 務 局 令和２年度 令和３年10月12日 髙野 光二 高橋 宏和 実 地 監 査

⒂ 労 働 委 員 会

対 象 機 関 対 象 年 度 実 施 年 月 日 担 当 監 査 委 員 実 施 方 法

労 働 委 員 会 事 務 局 令和２年度 令和３年10月11日 山田平四郎 佐竹 浩 実 地 監 査

４ 監 査 等 の 着 眼 点
⑴ 事 務 事 業 が 法 令 等 に 従 っ て 適 正 に 実 施 さ れ て い る か 。 （ 合 規 性 ）
⑵ 会 計 情 報 が 体 系 的 か つ 適 正 ・ 確 実 に 事 実 を 反 映 し て い る か 。 （ 正 確 性 ）
⑶ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 最 少 の 経 費 と な っ て い る か 。 （ 経 済 性 ）
⑷ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 が 費 用 に 見 合 う 効 果 が 挙 が っ て い る か 。 （ 効 率 性 ）
⑸ 事 務 事 業 の 遂 行 及 び 予 算 の 執 行 の 結 果 が 、 所 期 の 目 的 を 達 成 し て い る か 、 ま た 、
成 果 を 上 げ て い る か 。 （ 有 効 性 ）

５ 監 査 等 の 結 果
⑴ 総 務 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。



令和３年11月26日 金曜日 福 島 県 報 号外第71号5

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

総 務 部 ・ 公 益 財 団 法 人 に 管 理 を 委 託 し て い る 物 品 に つ い て 、 使 用 不
能 と な っ た 物 品 を 廃 棄 し た 事 実 を 把 握 す る こ と が で き ず 、
不 用 決 定 の 手 続 を し て い な い 。

⑵ 危 機 管 理 部
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑶ 企 画 調 整 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

企 画 調 整 部 ・ 「 福 島 県 ス マ ー ト コ ミ ュ ニ テ ィ 構 築 支 援 事 業 補 助 金 審 査 委
員 会 」 の 委 員 に 対 す る 報 償 費 に つ い て 、 ３ か 月 以 上 遅 延 し
て 支 払 っ て い る 。

⑷ 生 活 環 境 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 摘 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

生 活 環 境 部 ・ 事 務 事 業 の 執 行 体 制 に 適 切 を 欠 い て い る た め 、 財 務 の 執 行
及 び 事 業 の 管 理 に 重 大 な 影 響 を 与 え て い る も の が あ る 。

（ 事 実 ）
令 和 元 年 度 の 以 下 の 委 託 事 業 に お い て 、 担 当 者 が 上 司 に

相 談 せ ず に 委 託 事 業 者 に 対 し 業 務 の 一 旦 中 止 を 指 示 す る と
と も に 、 中 止 を 指 示 し た 業 務 を 含 む 実 績 報 告 書 の 提 出 を 求
め た 。
担 当 課 で は 、 組 織 内 の 情 報 共 有 や 進 捗 管 理 が 不 十 分 で あ

り 、 事 業 の 一 部 が 未 完 了 で あ る こ と を 把 握 し て お ら ず 、 仕
様 書 に 定 め る 業 務 が 完 了 し て い な い に も か か わ ら ず 、 履 行
確 認 （ 検 査 ） に お い て 適 正 で あ る と 審 査 及 び 確 認 し 、 令 和
２ 年 ５ 月 18日 に 令 和 元 年 度 の 委 託 料 全 額 を 支 払 っ て い る 。
こ の こ と に よ り 、 業 務 の 中 止 指 示 に 伴 い 追 加 費 用 が 発 生

す る と と も に 、 同 年 ８ 月 に 担 当 職 員 が 決 裁 を 受 け ず に 新 た
に パ ン フ レ ッ ト の 作 成 等 を 指 示 し て い た 事 実 が 判 明 し 、 こ
れ ら の 費 用 を 同 年 12月 25日 に 令 和 ２ 年 度 予 算 に よ り 支 出 し
て い る 。
１ 令 和 元 年 度 委 託 事 業

事 業 名 来 て 。 撮 っ て ！ 自 然 公 園 ビ ュ ー ポ イ ン ト 整
備 ・ プ ロ モ ー シ ョ ン 事 業

契 約 金 額 2 5 , 7 0 0 , 0 0 0円
契 約 期 間 令 和 元 年 ６ 月 25日 か ら 令 和 ２ 年 ３ 月 31日 ま

で
事 業 内 容 自 然 公 園 の 優 れ た ビ ュ ー ポ イ ン ト の 選 定 、

案 内 板 の 作 成 及 び 設 置 、 パ ン フ レ ッ ト の 作
成 等

２ 令 和 ２ 年 度 に お け る 追 加 支 出
⑴ 業 務 の 中 止 指 示 に 伴 う 追 加 費 用

パ ン フ レ ッ ト 保 管 用 倉 庫 使 用 料 47 5 , 2 0 0円
⑵ 決 裁 を 受 け ず に 作 成 等 を 指 示 し た 代 金

パ ン フ レ ッ ト 追 加 作 成 （ 1,020部 ） 20 9 , 0 0 0円
案 内 板 追 加 作 成 （ 15個 ） 83 2 , 8 9 0円
案 内 板 設 置 （ ３ か 所 ） 66 , 0 0 0円
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（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
事 務 事 業 の 執 行 に 当 た っ て は 、 組 織 内 の 情 報 共 有 や チ ェ ッ
ク 体 制 を 強 化 す る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う
こ と 。

⑸ 保 健 福 祉 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の ３ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

保 健 福 祉 部 ・ 福 島 県 指 定 難 病 審 査 会 の 委 員 に 対 す る 報 酬 に つ い て 、 ３ か
月 以 上 遅 延 し て 支 払 っ て い る 。

・ 特 定 疾 患 医 療 受 給 者 台 帳 管 理 シ ス テ ム の 賃 借 料 に つ い て 、
契 約 書 で は 毎 月 支 払 う こ と と な っ て い る に も か か わ ら ず 、
令 和 ２ 年 ８ 月 分 か ら 令 和 ３ 年 ３ 月 分 を 令 和 ３ 年 ５ 月 に 一 括
し て 支 払 っ て い る 。

・ 社 会 福 祉 法 人 に 対 す る 保 護 施 設 事 務 費 負 担 金 に つ い て 、 平
成 28年 度 か ら 令 和 元 年 度 分 で 過 払 い が 生 じ て い る 。

⑹ 商 工 労 働 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の ３ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

商 工 労 働 部 ・ 事 業 者 情 報 が 含 ま れ る 中 小 企 業 等 グ ル ー プ 施 設 等 復 旧 整 備
補 助 事 業 の 実 績 報 告 書 を 令 和 ３ 年 １ 月 に 特 定 記 録 郵 便 と し
て 受 け 取 っ た 後 に 紛 失 し て い る 。 ま た 、 個 人 情 報 が 含 ま れ
る 高 齢 者 就 業 拡 大 支 援 事 業 の 業 務 委 託 に つ い て の 簿 冊 を 令
和 ３ 年 ２ 月 に 紛 失 し て い る 。

・ 昨 年 度 の 定 期 監 査 に お い て 、 口 頭 指 導 と し た 超 過 勤 務 手 当
の 不 足 払 い 及 び 旅 費 の 過 払 い に つ い て 、 今 年 度 の 職 員 調 査
時 に お い て も 追 給 及 び 返 納 処 理 を 行 っ て い な い 。

・ 「 福 島 県 イ ン バ ウ ン ド ア ド バ イ ザ ー 会 議 」 の 委 員 に 対 す る
報 償 費 に つ い て 、 開 催 日 か ら ３ か 月 以 上 遅 延 し て 支 払 っ て
い る 。 ま た 、 委 員 １ 名 に つ い て 、 誤 っ て 同 姓 同 名 の 別 人 の
預 金 口 座 に 支 払 っ て い る 。

⑺ 農 林 水 産 部
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑻ 土 木 部
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 摘 事 項 、 １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求
め た 。
(ｱ) 指 摘 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

土 木 部 ・ 県 営 住 宅 の 家 賃 算 定 に 著 し く 適 正 を 欠 い て い る も の が あ る 。
（ 事 実 ）
県 営 住 宅 の 家 賃 の 算 定 に 当 た り 、 算 定 基 礎 と な る 施 設 ・ 設
備 の 設 置 ・ 改 修 等 が あ っ た 場 合 の 、 各 建 設 事 務 所 か ら 建 築
住 宅 課 へ の 報 告 又 は 建 築 住 宅 課 に よ る 家 賃 の 改 定 処 理 が 漏
れ た こ と か ら 、 1 , 0 4 0戸 に つ い て 誤 っ た 家 賃 に よ り 収 入 さ
れ 過 不 足 が 生 じ て い る 。

過 大 徴 収 768戸 2 8 , 2 8 1 , 1 1 7円
過 小 徴 収 272戸 6 , 2 9 5 , 9 0 4円
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（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
県 営 住宅 の家 賃 算定 に当 た って は、 関係 機 関の 連携 や チェ ッ
ク 体 制 を 強 化 す る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 適 正 に 行 う
こ と 。

(ｲ) 指 導 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

土 木 部 ・ 昨 年 度 の 定 期 監 査 に お い て 、 大 峠 ト ン ネ ル の 管 理 費 用 に 係
る 負 担 金 の 調 定 時 期 に 適 正 を 欠 い て い る た め 改 善 を 求 め た
が 、 当 該 年 度 の ３ 月 31日 ま で に 納 入 す る 旨 を 協 定 で 定 め て
い る に も か か わ ら ず 、 令 和 ２ 年 度 に お い て も 令 和 ３ 年 ３ 月
31日 に 調 定 し 、 納 期 限 を 同 年 ４ 月 23日 と し て お り 、 改 善 さ
れ て い な い 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑼ 出 納 局
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑽ 議 会
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑾ 教 育 委 員 会
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 摘 事 項 、 ３ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求
め た 。
(ｱ) 指 摘 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

会 津 教 育 事 務 所 ・ 支 出 事 務 に つ い て 、 チ ェ ッ ク 体 制 が 機 能 し て お ら ず 、 事 務
処 理 に 適 正 を 欠 い て い る も の が 多 く み ら れ る 。

（ 事 実 ）
組 織 内 の 情 報 共 有 や 進 捗 確 認 が 不 十 分 で あ り 、 チ ェ ッ ク 体
制 が 機 能 し て お ら ず 、 支 払 が 遅 れ て い る も の が あ る 。
１ 臨 時 的 任 用 職 員 等 の 社 会 保 険 料 11 , 2 9 1 , 6 0 1円 （ 平 成 31
年 ３ 月 分 ） に つ い て 、 令 和 元 年 ５ 月 ７ 日 ま で に 支 払 う べ
き と こ ろ 、 担 当 者 が 明 細 書 を 紛 失 し 再 交 付 ま で に 時 間 を
要 し た こ と に よ り 、 本 庁 で 支 払 い 処 理 を 行 い 、 同 年 ５ 月
20日 に 支 払 っ て い る 。

２ 賃 金 支 弁 職 員 の 賃 金 （ 平 成 31年 ３ 月 分 ） に つ い て 、 平
成 31年 ４ 月 ８ 日 に 支 給 す べ き と こ ろ 、 同 月 15日 に 支 給 し
て い る 。

３ 令 和 ２ 年 ２ 月 に 購 入 し た 次 の 物 品 に つ い て 、 同 月 中 に
請 求 書 を 受 領 し て い た に も か か わ ら ず 、 担 当 者 が 支 払 い
を 失 念 し 、 同 年 12月 22日 に 支 払 っ て い る 。
有 限 会 社 甲 プ リ ン タ 用 イ ン ク 外 9 , 1 0 0円
株 式 会 社 乙 指 導 書 20 , 9 0 0円

計 3 0 , 0 0 0円
４ 「 食 習 慣 ・ 肥 満 等 の 健 康 教 育 に 係 る 専 門 家 派 遣 事 業 」
（ 令 和 元 年 ６ 月 25日 開 催 ） の 講 師 に 対 す る 報 償 費 及 び 旅
費 に つ い て 、 令 和 元 年 10月 15日 に 支 払 っ て い る 。
報 償 費 等 11 , 6 7 5円 （ 令 和 元 年 11月 11日 源 泉 所 得 税 納 付

済 ）
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（ 是 正 又 は 改 善 の 意 見 ）
支 出 事 務 に 当 た っ て は 、 組 織 内 の 情 報 共 有 や チ ェ ッ ク 体 制
を 強 化 す る と と も に 、 関 係 規 程 に 基 づ き 迅 速 か つ 適 正 に 行
う こ と 。

(ｲ) 指 導 事 項

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

教 育 庁 ・ 県 立 学 校 統 合 型 校 務 支 援 シ ス テ ム 改 修 業 務 委 託 契 約 に つ い
て 、 契 約 保 証 金 を 納 付 さ せ な い ま ま 契 約 を 締 結 し て い る 。
ま た 、 当 該 契 約 に 係 る 支 出 負 担 行 為 に つ い て 、 出 納 機 関 の
事 前 確 認 を 受 け る べ き と こ ろ 事 後 確 認 と な っ て い る 。 さ ら
に 、 単 独 随 意 契 約 と す る 根 拠 に 誤 り が あ る 。

・ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に つ い て 、 誤 っ て 同 姓 同 名 の 別
人 の 預 金 口 座 に 入 金 し て い る 。

・ 「 第 ２ 回 教 科 用 図 書 選 定 審 議 会 」 の 委 員 の 報 酬 に つ い て 、
３ か 月 以 上 遅 延 し て 支 払 っ て い る 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⑿ 公 安 委 員 会
ア 監 査 し た 結 果 、 次 の １ 件 の 指 導 事 項 に つ い て 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 。

対 象 機 関 是 正 ・ 改 善 を 求 め た 事 項

警 察 本 部 ・ 令 和 ２ 年 ３ 月 19日 実 施 の 浄 化 槽 設 備 の 修 繕 料 に つ い て 、 令
和 ２ 年 ４ 月 に 請 求 書 を 受 理 し た に も か か わ ら ず 、 同 年 ７ 月
に 過 年 度 支 出 し て い る 。

イ 上 記 以 外 の 機 関 は 、 監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に
適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及
び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⒀ 監 査 委 員
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⒁ 人 事 委 員 会
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

⒂ 労 働 委 員 会
監 査 し た 限 り に お い て 、 監 査 の 対 象 と な っ た 事 務 は 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、

最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙 げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て お
り 、 重 要 な 事 項 は 認 め ら れ な い 。

（ 監 査 総 務 課 ）


